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後期高齢者 市窓口 

病院・診療所等 広域連合 

保険料納入 

保険証の 
引き渡し 

医療費請求 

医療費支払 

保
険
証
の
提
示 

医
療
費
の
自
己
負
担
分
支
払 

診
　
療 

情
報
提
供 

保
険
証
の
発
行 

　
　

月　

日
号
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

１２

１０

が
、
現
在
の
老
人
保
健
制
度
に
か
わ
り
平
成　

年
４
月
か
ら
始
ま
り

２０

ま
す
。
こ
の
制
度
で
は
、
被
保
険
者
（
対
象
者
）
一
人
ひ
と
り
が
保

険
料
を
負
担
し
ま
す
。
こ
の
た
び
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
負
担
い

た
だ
く
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
県
内
均
一
の
保
険

料
率
適
用
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、
医
療
費
が
県
内
の
平
均
よ

り　

％
以
上
低
い
市
町
に
住
所
を

２０
有
し
て
い
る
被
保
険
者
は
、
別
に

定
め
る
保
険
料
率
に
な
り
ま
す
。

　

兵
庫
県
内
で
は
、
豊
岡
市
の
み

が
こ
の
適
用
を
６
年
間
受
け
る
こ

と
に
な
り
、
平
成　

年
度
と
平
成

２０

　

年
度
の
２
年
間
の
保
険
料
率
は
、

２１左
表
の
と
お
り
で
す
。

■兵庫県内基準保険料率

４３，９２４円均等割額

８．０７％所得割率

■豊岡市適用保険料率

３９，０９３円均等割額

７．１９％所得割率

↓（６年間適用）

　

被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
で
等
し

く
負
担
す
る
応
益
分
（
被
保
険
者

均
等
割
額
）
と
、
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る
応
能
分（
所
得
割
額
）の

合
計
額
に
な
り
ま
す
。

　

所
得
割
額
の
算
定
対
象
所
得
は
、

「
前
年
の
総
所
得
金
額
等－

基
礎

控
除　

万
円
」
を
基
準
と
し
ま
す
。

３３

　

保
険
料
額
は
、
年　

万
円
が
上

５０

限
と
な
り
、
一
人
当
た
り
の
保
険

料
額
は
、
下
表
の
と
お
り
と
な
り

ま
す
。

一
人
当
た
り
の
保
険
料
額

（
豊
岡
市
適
用

保
険
料
率
で
表
示
）

５１，６６６円年額

４，３０５円月額

（豊岡市適用保険料率で算定）

８１，４００円年額

６，７８３円月額

（兵庫県内基準保険料率で算定）

［参考］１人当たり平均保険料額１人当たりの保険料額

均等割額

３９，０９３円

所得割額

（前年の総所得金額等－基礎控除３３万
円）×７．１９％　　　　　　　　　　

（豊岡市適用保険料率で算定）

＋

平
成
２０
年
４
月
か
ら
始
ま
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

平
成
２０
・
２１
年
度
の
保
険
料
率
が
決
定
し
ま
し
た 

７５
歳
（
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
６５
歳
）
以
上
の
方
が
対
象 

保
険
料
率
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○
低
所
得
者
の
軽
減

　

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
お
よ

び
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
に
応

じ
て
、
保
険
料
の
応
益
分
（
被
保

険
者
均
等
割
額
）
に
つ
い
て
保
険

料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
市
で
所
得
が
確
認
で
き

る
被
保
険
者
に
は
、
申
請
が
な
く

て
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
未
申
告
等
で
所
得
が
確

認
で
き
な
い
被
保
険
者
は
、
適
用

す
る
た
め
に
、
簡
易
申
告
等
が
必

要
に
な
り
ま
す
（
同
一
世
帯
の
世

帯
主
も
所
得
の
確
認
が
で
き
な
い

場
合
は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　

軽
減
割
合
は
、
同
一
世
帯
内
の

被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
の
総
所

得
金
額
等
を
基
に
下
表
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
と
同
様
、
当
分

の
間
、
年
金
収
入
に
つ
き
公
的

保
険
料
の
軽
減

年
金
等
控
除
を
受
け
た
方
は
、

高
齢
者
特
別
控
除
（
総
所
得
金

額
等
か
ら　

万
円
を
控
除
）
が

１５

適
用
さ
れ
ま
す
。

○
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
（
扶

養
家
族
）
の
方
の
軽
減

　

資
格
取
得
日
の
前
日
に
お
い
て

被
用
者
保
険
（
健
保
、
船
保
、
各

共
済
）
の
被
扶
養
者
（
扶
養
家

族
）
で
あ
っ
た
方
は
、
資
格
取
得

日
の
属
す
る
月
以
降
２
年
を
経
過

す
る
月
ま
で
の
間
に
限
り
、
被
保

険
者
均
等
割
額
の
５
割
が
軽
減
さ

れ
、
所
得
割
は
課
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
平
成　

年
４
月
か
ら
９

２０

月
ま
で
は
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
ず
、

　

月
か
ら
平
成　

年
３
月
ま
で
は
、

１０

２１

均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
の　

歳
以
上
の
介
護
保
険

６５

料
の
納
め
方
と
同
様
に
原
則
と
し

て
、
年
金
か
ら
保
険
料
が
支
払
わ

れ
る
仕
組
み
を
導
入
し
ま
す
（
特

別
徴
収
）。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
は
、
一
定
期
間
、
年
金

か
ら
の
徴
収
は
行
わ
れ
ず
、
納
付

書
や
口
座
振
替
等
に
よ
り
、
市
に

対
し
、
個
別
に
納
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
（
普
通
徴
収
）
。

①
年
金
額
が
年
額　

万
円
未
満
の

１８

方
②
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
を
合
わ
せ
た
額
が
、

年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

方
③
４
月
２
日
以
降
に
新
た
に
資
格

を
得
る
方

※
現
在
、
加
入
さ
れ
て
い
る
国
民

健
康
保
険
の
保
険
税
、
会
社
の

健
康
保
険
の
保
険
料
に
代
わ
っ

て
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険

料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
現
在
加
入
さ
れ
て

い
る
健
康
保
険
の
資
格
は
、
喪

失
す
る
こ
と
に
な
り
、
保
険
料

が
二
重
に
か
か
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

○
特
別
徴
収
の
方

　
　

歳
以
上
の
方
（
４
月
１
日
現

７５
在
）
で
、
年
金
か
ら
の
徴
収
の
対

象
と
な
る
方
は
、
４
月
支
給
分
の

年
金
か
ら
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

○
普
通
徴
収
の
方

　

７
月
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
予

定
で
す
（
今
後
、
市
の
条
例
で
納

期
を
決
定
し
ま
す
）。

　

保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
は
、

７
月
に
送
付
し
ま
す
（
特
別
徴
収

の
方
は
、
仮
徴
収
額
の
決
定
通
知

書
を
４
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す
）。

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
新
し
い
被

保
険
者
証
は
、
３
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
（
申
請
手
続
き
は
不
要
で

す
）。
４
月
１
日
以
降
に
医
療
を

受
け
る
場
合
は
、
必
ず
新
し
い
被

保
険
者
証
で
医
療
を
受
け
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
現
在
、
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
や
特
定

疾
病
療
養
受
療
証
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
に
は
、
合
わ
せ
て
そ
れ

ら
の
新
し
い
証
を
送
付
し
ま
す
。

《
問
合
せ
》
市
民
課
国
保
医
療
係

ま
た
は
兵
庫
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
事
務
局
（
〒
６
５

０
‐
０
０
２
１　

神
戸
市
中
央

区
三
宮
町
１
‐
９
‐
１
‐
１
２

０
１
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ザ　

階
）
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.kouiki‐hyogo.jp

　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　

jim
ukyoku@

kouiki‐hyogo.jp

保
険
料
の
納
め
方

保
険
料
納
付
の
開
始
時
期

保
険
料
額
の
通
知

被
保
険
者
証
等
の
送
付

同一世帯内の被保険者および世帯主
の総所得金額等

軽減割合

基礎控除額（３３万円）以下７割軽減

基礎控除額（３３万円）
＋２４５,０００円×被保険者数（被保険者
である当該世帯主を除く）　以下

５割軽減

基礎控除額（３５万円）
＋３５万円×被保険者数　以下

２割軽減


